
「生活者としての外国人」のための日本語教室空白地域解消推進事業
日本語教室開設のための研究協議会

地域における日本語教育の展開に当たって

令和５年１⽉
文化庁国語課地域日本語教育推進室

資料3
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※法務省「在留外国⼈統計」、総務省「⼈⼝推計」より作成。（※令和４年のみ令和4年10月14日付在留外国人数は報道発表資料より作成。）

在留外国人数及び在留外国人が総人口に占める割合の推移

約296万人

2.4%
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○令和４年６⽉現在の在留外国⼈数は約296万⼈（出⼊国在留管理庁調べ）。
○国内の日本語学習者数は令和元年時点で約28万⼈となり、過去最⾼。⻑期的にも増加傾向にある。
〇新型コロナウイルス感染症に関する⽔際対策により令和３年度の国内の日本語学習者数は約12万⼈に減少したが、⻑期的

には更なる増加が想定される。

国内の日本語学習者数等の推移

※ 出典︓文化庁「国内の日本語教育の概要」（各年11⽉1日時点）
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○新型コロナウイルス感染症に関する⽔際対策により令和３年は概ね減少に転じたが、地域における日本語教育を⾏う機関数、
日本語教師数、日本語学習者とも⻑期的には増加傾向にある。

○特に、日本語教育を受ける学習者数のうち、３８.８％（47,917⼈）を地域において日本語教育を受ける学習者が占める。

国内の日本語学習者数等の推移（地域における日本語教育機関のみ）

※ 出典︓文化庁「国内の日本語教育の概要」（各年11⽉1日時点）
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日本語教室がある市区町村の割合

︓70%以上 （18）

︓50%〜70% （11）

︓10%〜50% （18）

︓10%未満 （0）

日本語教室がある市区町村の割合（都道府県別）

※文化庁「令和３年度日本語教育実態調査」より作成 5
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※１

※１ 令和元年度より日本語教育機関の所在地（市区町村）のデータと
都道府県が回答した域内の空白地域のデータの双方を使用。

R１︓地域⽇本語教育の総合的な
体制づくり推進事業開始

17件（R1） → 48件（R4）

・域内に「⽇本語教室がある」市区町村（政令市の⾏政区を含む）は令和３年度では53.７％となっている。
・「⽇本語教室空白地域」（※）は平成24年度は64.4％であったが、令和３年度は46.3％となった。

H28︓地域⽇本語教育スタート
アッププログラム開始（継続中）
5件（H28） → 18件（H30）
（R4までの延べ実施件数45件）

域内に日本語教室がある市区町村の数の推移
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・卒業後自主財源等で教室継続
１９団体

宮古市

中能登町

豊丘村
境港市

舞鶴市

江田島市 甲賀市

長島町

熊本市

美波町

福知山市

地域日本語教育
スタートアッププログラム
卒業団体マップ

全１９団体

つるぎ町

鳥栖市

基山町

嬉野市

高島市佐賀県拡大図

佐賀県

銚子市
ｚ

宇和島市

山陽小野田市
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地域日本語教育スタートアッププログラムの概要①

４１名のアドバイザーが豊富な知識・経験で日本語教室開設をサポー
トします。
・チーフアドバイザー（８名）
・日本語教育施策推進アドバイザー（３３名）

【専門分野】
日本語教育/国際交流・多文化共⽣ 等
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地域日本語教育スタートアッププログラムの概要②
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「地域における日本語教育の在り方について」（報告）のポイント

〇 外国人材の受入が全国的に進む中、学習ニーズの多様化、地域日本語教育の重要性が益々高まっている。
〇 「日本語教育の推進に関する法律」(R元年)、同法に基づく「基本的な方針」（R2年閣議決定）で、地域日本語教育

は地方公共団体が地域の状況に応じた施策を策定、実施することとされたが、その取組は様々。
日本語教育人材の不足等を課題として挙げる地方公共団体も多い。
このような状況を踏まえ、本報告は、

・ 地方公共団体の日本語教育施策の整備・充実に向けた取組について期待される方向性を示したもの。
・「生活者としての外国人」が「自立した言語使用者」として日本語で意思疎通を図り生活できるよう

日本語教育プログラムの内容・方法・学習時間の目安を提示。
・ 地域における日本語教育を実施する上で、地方公共団体等関係者の「よりどころ」となる内容を取りまとめた。

背 景・目 的

〇 地方公共団体は日本語教育の推進に関する基本方針を策定すること。
〇 「日本語教育の参照枠」を踏まえた「生活Can do」を参照し、自立した言語使

用者であるB1レベルまでの日本語教育プログラムを編成すること。
レベル ⇒ A1、A2からB1までを対象とする
学習時間 ⇒ ３５０‐５２０時間程度を想定

〇 地域日本語教育コーディネーターを専任として配置し、専門性を有する
日本語教師を一定数確保すること。

〇 地域日本語教育コーディネーター、日本語教師、日本語学習支援者は、
文化庁事業等等を活用し研修を行い、資質向上を図ること。

〇 地方公共団体は、専門性を有する日本語教育機関等と連携し、
日本語教育推進体制を強化すること。

ポイント（今後期待される方向性）

C2 
熟達した言語使用者 

C1 

B2 
自立した言語使用者 

B1 

A2 
基礎段階の言語使用者 

A1 

到達レベル 想定学習時間

～Ａ１レベル １００～１５０時間程度

Ａ１～Ａ２レベル １００～１５０時間程度

Ａ２～Ｂ１レベル １５０～２２０時間程度

B1～B2レベル ３５０～５５０時間程度

（文化審議会国語分科会 令和４年１１月２９日）
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「地域における日本語教育の在り方について」（報告）の概要

〇 外国人材の受入が全国的に進む中、国及び地方公共団体が関係機関と連携して推進する日本語教育施策を整備・充実する際の指針として、文化
審議会国語分科会において取りまとめたもの。地域における日本語教育の在り方を考える際の「よりどころ」。

〇 「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」（令和２年閣議決定）で求められた、地域に在住する外国
人が自立した言語使用者として生活していく上で必要となる日本語能力を身に付け、日本語で意思疎通を図り生活できるよう支援するため、地方公共
団体等が実施する日本語教育の実践に活用いただくための必要な施策について提言。

１．現状
● 在留外国人は約296万人、外国人労働者は約173万人（R3年）と過去最高
● 日本語教室がない空白地域の市区町村は、877（46％）
● 日本語教育に関する基本計画を策定している都道府県・政令市は１６（24％）
● 日本語教師39,241人のうち約半数がボランティア
● 非漢字圏学習者が増加。日本語能力が十分でない者ほど学習に困難を感じ

学習していない者が多い傾向にある。

● 定住化傾向が進み、子育てや就労等に必要となる日本語が求められているが、
ボランティアによる教室が多く、体系的な教育環境が整備できていない。

● 専門性を有するコーディネーターや日本語教師が不足している。
● 日本語教育に関するリソースには地域によって差がある。
● 日本語教育を希望しても教育機会が得られない者がいる。
● 地方公共団体と日本語教育関係機関の連携が十分できていない地域がある。

3．基本的な考え方（提言）

（1）地域における日本語教育施策の方向性
● 地方公共団体は日本語教育の推進に関する基本方針・計画を策定すること。
● 「日本語教育の参照枠」を踏まえた「生活Can do」を参照し、自立した言語使

用者であるB1レベルまでの日本語教育プログラムを編成すること。
● 地域日本語教育コーディネーター等の人材の確保・配置を進めること。
● オンラインや夜間・土日の教室開催を含めた学習環境の整備を進めること。
● 地域住民の日本語教育活動への参加を促すこと。
● 日本語教師や教育機関等と連携し、日本語教育推進体制を強化すること。

（2）地域における日本語教育の実施主体
● 国・都道府県・市区町村が担う役割分担の考え方を整理。
● 企業等は雇用する外国人の日本語教育に積極的に関与すること。
● 日本語教育機関、日本語教育の専門家と連携を図ること。

（3）対象となる学習者
● 日本で日常的な生活を営む日本語学習を希望する外国人等（来日予定者含む）。
● 国籍や年齢を問わず、難民や非識字者など多様な背景を持つ者に配慮すること。

（4）日本語能力やニーズ・学習状況等に関する調査の在り方
● 「日本語教育の参照枠」のレベル尺度を参照し日本語のレベルやその推移を
つかめるよう共通利用項目を見直し、調査を設計すること。

（５）日本語教育プログラムの編成
● 言語・文化の相互尊重を前提としながら自立した言語使用者
として日本語で意思疎通を図り生活できることを目標とする。

● レベル：A1、A2からB1までを対象とすること。
● 学習時間：目安として350‐520時間程度とすること。
● 教育内容・方法、評価、プログラムの点検方法等を定めること。

（６）日本語教育人材の確保・配置
● 地域日本語教育コーディネーターを専任として配置、
専門性を有する日本語教師を一定数配置すること。

● コーディネーター、日本語教師が必要な研修等に参
加できるようにすること。

● 日本語学習支援者の活動への参加を促進すること。

（７）日本語教育を実施・推進するための連携体制の充実
● 地方公共団体は、総合調整会議等を設置し、関係機関及び関連部署等と連携する体制
を構築すること。

● 外国人コミュニティ等多様な機関と連携した日本語教育活動を推進すること。
（８）地域における日本語教育事業・施策の評価
● 日本語教育の専門家等に意見を聞き、日本語教育事業・施策の評価を
定期的に行うよう努めること。

2．課題

到達レベル 想定学習時間

～Ａ１レベル １００～１５０時間程度

Ａ１～Ａ２レベル １００～１５０時間程度

Ａ２～Ｂ１レベル １５０～２２０時間程度

B1～B2レベル ３５０～５５０時間程度

C2 
熟達した言語使用者 

C1 

B2 
自立した言語使用者 

B1 

A2 
基礎段階の言語使用者 

A1 

①我が国に在留する外国人が、生活に必要な日本語能力を習得し、円滑な意思疎通が図れるよう支援することで、社会包摂につなげる
②日本人住民が、日本語教育の活動に参加することを通じ、多様な文化への理解を深めることで、共生社会の実現につながることを期待

（文化審議会国語分科会 令和４年１１月２９日）
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概要
日本語教室がない空白地域に暮らし、日本語学習機会がない外国人が独
学で習得できる日本語学習コンテンツを開発・公開

（開発・運営︓⽂化庁、委託︓凸版印刷株式会社）

内容
・生活場面の動画中心、字幕表示、⽂法確認、表現・語彙の確認、
生活に必要な情報等を掲載した学習サイト（R３︓約170万アクセス）

・活用方法等のセミナーの開催（R３︓約2,000人参加登録）

対応言語 全１６言語
日本語、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語
インドネシア語、フィリピノ語、ネパール語、クメール（カンボジア）語
韓国語、ミャンマー語、モンゴル語、タイ語
ウクライナ語、ロシア語 【令和４年６月３０日公開】

令和４年度今後追加︓中国語（繁体字）

使い方ガイドブック等の作成
活用促進のため、広報ツールを作成・公開
・使い方ガイドブック
・パンフレット
・ポスター
・広報用動画
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日本語・ローマ字・外国語
から選択可能
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●概要
国内外の日本語学習者を対象とし、ウェブ上のシステムで表示されるCan doがどの
程度できるかを答えていくことで、日本語能力を簡易に判定し、その結果を日本語
学習の目標設定に役立て、自律的な学習を促すことを目的とした自己評価ツール。

●内容
「日本語教育の参照枠」の６レベル（Ａ１～Ｃ２）、５言語活動（聞く、読む、話
す（やり取り・発表）、書く）で、レベルごとに示されるCan doについて、日本語
学習者が、「1.できない」、「2.あまりできない」、「3.難しいがなんとかでき
る」、「4.できる」の四段階で回答していくことで日本語能力の自己評価を行う。

●対応言語
日本語を含む全１４言語に対応

「日本語教育の参照枠」に基づく日本語能力自己評価ツール

「にほんご チェック！」について

中国語、英語、フィリピノ語、インドネシア語、クメール語、韓国語、
モンゴル語、ミャンマー語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、

タイ語、ベトナム語、日本語（ルビ付き）

令和４年９月３０日公開

（１）トップ画面

（３）判定結果画面（例）（２）自己評価画面（例）
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本事業関連の今後のスケジュール

〇 令和５年１⽉２６⽇︓⽇本語教室開催に向けた研究協議会

※空白地域が多い都道府県における空白地域の解消方法について、
検討・協議する研究協議会を開催予定。

〇 令和５年１⽉頃︓令和５年度事業公募開始（予定）

※都道府県・政令指定都市向け「地域⽇本語教育の総合的な体制づくり」事業も
同時期に公募開始予定

〇 令和５年３⽉頃︓令和５年度事業採択決定（予定）

⽇本語教室⽴ち上げハンドブック（１〜４）絶賛公開中︕是非とも御活⽤ください。
（⽂化庁ＨＰ︓地域⽇本語教育スタートアッププログラム）
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/seikatsusha_startup_program
/93417701.html
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